
観光庁令和４年度２次補正予算等事業
地域一体となった観光地・観光産業の再生・

高付加価値化事業

計画変更の手引き

第3版 令和5年11月17日

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業事務局



目次

目次

1

計画変更の全体概要 2
補助事業について 3
全体概要 4

登録事項変更 5

交付決定変更 8

交付申請取下・事業廃止 12

電子申請の方法 15

FAQ（よくある質問） 20

その他 24
問い合わせ先 25
改訂履歴 26



事業の全体スキーム

2

有識者
委員会

事
務
局

補
助
事
業
者

申
請
団
体
代
表① 応募 (地域計画認定申請)

③ 採択決定通知

④ 交付申請

⑤ 交付決定通知

② 地域計画の審査・認定

⑥ 補助事業の実施

⑧ 必要に応じて実地検査等

⑦ 必要に応じて中間報告・計画変更申請

⑨ 完了実績報告

⑪ 補助金の額の確定通知

⑫ 補助金支払請求

⑬ 補助金交付

※ 地域公募

※ 地域公募申請受理通知

※ 伴走者の派遣

⑩ 必要に応じて実地検査等

本資料のご案内範囲

補助事業について



計画変更の全体概要

• 登録事項変更

• 交付決定変更

• 交付申請取下・事業廃止

3



全体概要

計画変更時の注意点
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1.計画変更とは
計画変更とは、交付決定以降に補助事業に関して何らかの変更が生じた際に必要な手続きです。
以下の３種類については、計画変更申請が必要となりますので、変更の必要が生じた際には、速やか
に所定の方法で申請を行ってください。

①登録事項変更・・・補助事業者に関する変更
②交付決定変更・・・事業内容に関する変更
③交付申請取下・事業廃止・・・事業の取り下げ・取りやめ

変更内容における区分は下表となりますので、該当の項目を確認の上、記載頁をよくお読みになって申
請してください。

申請内容 計画変更内容の例 記載頁

登録事項変更
• 補助事業者の情報の変更（住所、名称、代表者、担当者等）
• 補助対象施設名称の変更
• 口座情報の変更

P.5

交付決定変更
• 実施内容の変更
• 経費の配分の変更

P.8

交付申請取下 • 交付決定を取り下げる
P.12

事業廃止 • 天災等のやむを得ない理由により、事業を取りやめる（※1）

2. 複数年度申請における注意点
複数年度申請を行っていて、変更内容が複数年度にかかる場合については、各年度ごとの申請につ
いて、計画変更の申請を行ってください。

3.計画変更の手続き方法
計画変更の手続きは電子申請システムにて必要事項の入力、および必要書類を電子的に提出いた
だきます。

※1 令和5年度事業は令和6年2月29日までに、令和6年度事業は令和6年12月31日までに委託
先/施工会社等への支払いを含め必ず事業を終わらせる必要があります。



登録事項変更
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登録事項変更の例 必要な書類の例

法人における社名・所在地・代表者名の変更 • 履歴事項全部証明書

個人事業主が法人化する場合の変更
• 個人事業主開業・廃業届
• 法人設立届出書
• 履歴事項全部証明書

個人事業主の事業譲渡等による変更（全事
業）

• 譲渡側の廃業届 (税務署の受付印があるもの)
• 譲受側の開業届 (税務署の受付印があるもの)

個人事業主の事業譲渡等による変更（一部
事業）

• 営業譲渡契約書等 (任意様式。財産及び事業
の移行を確認できる書類)

法人の会社合併による変更
• 存続会社（又は新設会社）の履歴事項全部
証明書

• 消滅会社の閉鎖事項全部証明書

法人の会社分割による変更
• 承継会社（又は新設会社）の履歴事項全部
証明書

• 分割会社の履歴事項全部証明書

事業主死亡による承継
• 個別対応となりますので、事務局までご連絡くださ
い

上記以外の登録事項変更 • 内容を変更したことが分かる証憑

登録事項変更

登録事項変更
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登録事項変更とは

登録事項変更とは、交付決定後に、登録情報に関して変更が生じた場合に必要な手続きです。
具体的には、下記のような場合となります。

① 補助事業者の情報の変更

② 対象施設の名称の変更

③ 補助金受け取り口座の変更

事後承認となりますが、以降の説明を熟読し必要な書類を確認の上、速やかに申請手続きを行ってく
ださい。

① 補助事業者の情報の変更の場合の提出証憑

必要な証憑は以下の通りです。
証憑の添付と併せて、電子申請システムにおいても変更が必要な個所については変更・入力を行ってく
ださい。

証憑の例が複数あるものについては、全ての証憑の提出をお願いします。

※変更内容により、追加証憑（氏名を確認できる書類（住民票や運転免許証のコピー等）を求める場合がございます。



必要な証憑（下記いずれか1つ）

A.通帳の表紙＋通帳の表紙の裏の見開き
B.（インターネットバンキング等により通帳がない場合）インターネット銀行口座の口座内容を示す画
面を印刷したもの（カタカナでの名義・口座番号等を確認できるもの）
C.金融機関が発行する口座証明書
D.当座勘定照合表
E.残高証明書
F.ゆうちょ銀行の場合：以下のいずれか
(a)銀行振込用の口座を印字した部分の通帳
(b)ゆうちょ銀行のHPで振込番号を確認した画面＋キャッシュカードのコピー

登録事項変更
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② 施設名称の変更の場合の提出証憑

③ 補助金受け取り口座の変更の場合の提出証憑

登録事項変更の例 必要な書類の例(※)

施設名称の変更 （不要。電子申請システムの入力のみ）

必要な証憑は以下の通りです。
証憑の添付と併せて、電子申請システムにおいても変更が必要な個所については変更・入力を行ってく
ださい。

必要な証憑は以下の通りです。
証憑の添付と併せて、電子申請システムにおいても変更が必要な個所については変更・入力を行ってく
ださい。

登録事項変更

※変更内容により、追加証憑を求める場合がございます。

POファイナンスをご利用いただく場合

運営会社であるTranzax株式会社より、振込先口座の案内が届きましたら、補助金の振込口座情報
の変更をお願いします。

問い合わせ先：https://www.tranzax.co.jp/solution/guidance/

https://www.tranzax.co.jp/solution/guidance/


交付決定変更
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交付決定変更
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交付決定変更とは

交付決定変更とは、交付決定を受けた補助事業の内容に関して、やむを得ず変更を行う場合に必要
な手続きです。
具体的には、以下のような場合に必要となります。

① 補助事業の実施内容の変更

② 経費の配分等の変更

③ 補助金額が交付決定金額から20%以上の減額となるとき

④ 施工会社が変更になるとき

ただし、軽微な変更（※）については交付決定変更は不要となります。

変更を行う場合には、事前承認が必要となります。あらかじめ交付決定変更の手続きを行い、事務局
から承認を受けてください。

交付決定変更に際しての注意事項

• 事業内容の変更は、交付決定された補助事業の趣旨に沿った範囲である必要があります。
事業趣旨から大きく異なる大幅な変更内容については、事務局で審査の上、認められない可能性
があります。

• 宿泊施設の高付加価値化改修や、観光施設の改修などの施設改修系事業については、本体工
事費・附帯工事費・（増築工事費）での、補助対象経費の上限があります。
実施内容の変更により認められない経費が発生する場合がありますので、よくご確認になった上で申
請してください。

• 交付決定変更にて補助申請額の減額が承認されると、交付決定通知書の交付決定額にも反映
されます。変更後の交付決定通知書は適宜保存しておくことをお勧めします。

• 補助申請額の減額の承認後、最新の交付決定額からさらに20%以上の減額が生じる場合は、再
度交付決定変更が必要です。

• 中間報告対象事業者で変更がある場合は先に登録事項変更・交付決定変更を行い、その後に
中間報告してください。

※軽微な変更とは

採択された地域計画の趣旨に反せず、地域計画に記載された補助事業の効果を損なわない程度の
変更のことを指します。
具体的には、相見積りによる経費の減額（20％未満）、型番の変更等の場合、目的の達成に支障
を来さない範囲で一部の取組を取りやめる場合を指します。
自身の予定している変更内容が「軽微な変更」に該当するか否かの判断に迷った場合は、事務局にご
相談ください。

交付決定変更



交付決定変更
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交付決定変更の提出証憑

交付決定変更

必要な証憑は以下の通りです。
証憑の添付と併せて、電子申請システムにおいても変更が必要な個所については変更・入力を行ってく
ださい。

No 提出書類 添付場所 備考

1
工事等の概要資料
（図面）

（変更後）工事等の概要資料（図面）

2
【様式7】改修工事
経費積算表

（変更後）様式7 改修工事経費積算表

３
【様式10】工事のビ
フォーアフター

（変更後）様式10 工事のビフォーアフター

４ 経費の採用見積書 （変更後）経費の採用見積書

５
不採用見積もしくは
【様式8】業者選定
理由書

（変更後）不採用見積および業者選定理由書

６
契約書もしくは発注
書・発注請書

その他の追加書類（交付決定変更申請）

７
【様式9】補助対象
経費により取得する
建物に係る同意書

（変更後）様式9 廃屋の所有名義人若しくは権利者によ
る撤去に関する誓約書・同意書

対象：補助事業が廃
屋の撤去で物件、土地
の所有名義人が申請
者と異なる場合や、別に
借地権者、借家権者、
抵当権者やその他権利
者がいる場合

８ 利益排除証憑 （変更後）利益排除証憑

改修系事業の提出書類一覧 宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX



交付決定変更
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交付決定変更

No 提出書類 添付場所 備考

1
実証実験・面的DX化の概要
資料

（変更後）実証実験・面的DX化の概要資料

2 経費の採用見積書 （変更後）経費の採用見積書

3
不採用見積もしくは【様式8】
業者選定理由書

（変更後）不採用見積および業者選定理由書

４
契約書もしくは発注書・発注
請書

その他の追加書類（交付決定変更申請）

５
仕様書又は委託・外注内容を
確認できる資料

その他の追加書類（交付決定変更申請）

６
雇用契約書 (派遣の場合は
派遣契約書)

その他の追加書類（交付決定変更申請）

対象：経費積算項目の
大項目に以下が存在する
場合
・「補助人件費」

※書類の詳細は「中間報
告の手引き」をご確認くださ
い

７ 時間単価算定のための資料 その他の追加書類（交付決定変更申請）

対象：経費積算項目の
大項目に以下が存在する
場合
・「補助人件費」
※書類の詳細は「中間報
告の手引き」をご確認くださ
い

８ 謝金、旅費の支払基準 その他の追加書類（交付決定変更申請）

対象：経費積算項目の
大項目に以下が存在する
場合
・「謝金・旅費」
※書類の詳細は「中間報
告の手引き」をご確認くださ
い

９ 利益排除証憑 （変更後）利益排除証憑

「実証実験」「面的DX化計画」の提出書類一覧

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX
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交付申請取下・事業廃止
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交付申請取下・事業廃止

種別 申請内容例 途中精算
完了実績
報告

交付申請
取下

何らかの理由により補助金の申請が不要になった。着手した
が補助対象経費が発生していない（申請できるものがな
い）。事業の実施が取りやめになり、一切着手していない。
等

なし 不要

事業廃止

事業に着手したが、天災等のやむを得ない理由により途中
で切り上げる。
予定していた事業計画の途中までしか実施できていないが、
かかった補助対象経費の分だけ補助金を申請したい。

あり 必要

予定した補助事業が何らかの事情により実施が不要・困難になった場合、以下のいずれかの申請を
行ってください。

交付申請取下とは

交付申請取下とは、交付決定を受けた事業者が、交付申請の全てを取り下げる場合に必要な手続き
です。

取り下げの承認後は、補助金の交付を受けることはできず、完了実績報告は不要です。

その他注意事項

• 交付決定変更や事業廃止により補助率2/3要件が未達となる場合、補助率1/2に引き下がる可
能性があります。

• 地域計画内の必要最低事業者数は原則５者以上（１者以上の宿泊事業者含む）です。交付
申請取下により、この要件を満たせなくなることがないよう、事前に地域代表や伴走担当者ともご相
談ください（地域計画が面的DX化計画の場合は原則2者以上）。



交付申請取下・事業廃止
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事業廃止とは

事業廃止とは、補助事業が、天災等、やむを得ない事情により、補助事業を中断せざるを得ない場合
に必要な手続きです。

事業実施期間内に代金支払まで完了した経費のみ交付の対象となり、事業廃止の承認後に完了実
績報告が必要です。事業実施期間内に支払いが終わっていない経費は、補助対象外です。

その他注意事項

• 事業実施期間内に代金支払済みの経費に対して、事務局の検査・査定を経て精算を行います。

• 事業規模や事業実施期間を縮小することで事業を完了することができる場合は、「交付決定変更」
を選択してください。

• 各種資材、エアコン、パソコン（面的DX化事業のみ）など可搬性があり、補助対象経費として認め
られているものの購入費用について、購入後設置に至らなかった場合は、対象経費から除外し、自
己資金で購入していただく必要がございます。

• 改修系工事などで設計までで事業廃止となった場合、蓋然性のある証憑（設計図書、設計図な
ど）の提出を求める場合がございます。

• 実証実験事業、面的DX化事業は事業の履行・効果測定を前提としているため、原則、事業廃
止は認められません。

• 交付決定変更や事業廃止により補助率2/3要件が未達となる場合、補助率1/2に引き下がる可
能性があります。

• 事業開始前に営業していない（新規オープンの）宿泊施設、観光施設が事業廃止申請をした
場合には、廃止までに係った経費の請求はできません。

交付申請取下・事業廃止

▼（例）事業廃止の場合の完了実績報告での提出書類

事業 事業進度（目安） 完了実績報告で提出を求める証憑例

①宿泊施設の高付加価
値化改修

②観光施設の改修

③廃屋の撤去

④公的施設の観光目的
での利活用のための民間
活力の導入

設計まで ・設計書
・設計事務所への支払い証憑
・建築図面・成果物

資材購入のみで設置し
ていない

対象経費から除外

工事が途中まで ・設計書
・施工会社への支払い証憑
・工程管理表に基づき、申告時点での工事
写真

申請後、事務局の承認が必要です。いずれの場合も疑義があれば認められません。
また、追加証憑や実地検査を求めるケースがあります。



電子申請の方法
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計画変更の申請方法
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② 「中間報告・計画変更」ボタン押下

電子申請の方法

マイページ左側のメニュータブより
中間報告・計画変更を選択

計画変更は電子申請システムから以下の通り申請してください。

① マイページにログイン

下記URLからマイページにログインしてください。

（https://kankosaisei-chiiki.net/Cp7GSkHN/shinsei/login/）

https://kankosaisei-chiiki.net/Cp7GSkHN/shinsei/login/


計画変更の申請方法
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電子申請の方法

③ 申請内容で計画変更に関わる項目をプルダウンで選択

申請内容 申請メニュー 変更内容

登録事項変更

• 法人における社名・所在地・代表者名の変更

• 補助事業者の情報の変更（住
所、名称、代表者、担当者等）

• 個人事業主が法人化する場合の変更

• 個人事業主の事業譲渡等による変更（全事業）
• 個人事業主の事業譲渡等による変更（一部事
業）

• 事業主死亡による承継

• 施設名称の変更 • 補助対象施設名称の変更

• 上記以外の登録事項変更 • 口座情報の変更

交付決定変更 （選択メニューなし）

• 補助事業の実施内容の変更
• 経費の配分等の変更
• 補助金額が交付決定金額から
20%以上の減額となるとき

交付申請取下
事業廃止

• 交付申請取下
• 事業廃止

• 事業の取り下げ
• 事業の取りやめ、中断

④ 変更内容の入力・申請

申請内容および書類が整っ
たので申請するをチェック

申請ボタンを押下

詳細は「電子申請の手引き（中間報告・計画変更）」を御覧ください。

変更したい内容に応じて
各種入力
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⑤ 申請完了メールの受領

電子申請の方法

▼計画変更申請後に受け取るメール例

申請後、システムから申請完了メールが送られます。

申請後は６時間以内であれば入力内容の変更が可能です。

以降は申請内容の審査が始まるため、マイページがロックされます。

⑥ 審査～不備がある場合は再申請

申請から６時間後、マイページがロックされ審査が開始されます。

申請内容に不備がある場合は審査部よりご連絡いたします。審査部からの指示に従い、不備の解消を
お願いします。

注意事項

提出証憑の再提出をする際に、該当するシステム上のアップロード欄に前回提出した他の証憑が含まれ
る場合は、再提出する証憑＋前回提出した証憑をアップロードし、再申請をしてください。

（例）実証実験の参加事業者で 雇用契約書 に不備があり、再提出が必要になった

⇓
その他の追加書類（交付決定変更申請） に雇用契約書（＝再提出する証憑）と、
変更はないが時間単価算定のための資料（＝前回提出した証憑）をアップロード

株式会社〇〇〇ホテル

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

こちらは地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局です。
中間報告・計画変更申請を受け付けました。

件名：（中間報告・計画変更申請完了）地域一体となった観光地・
観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

送信元：地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事
業 事務局＜noreply@kankosaisei-chiiki.net＞

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局
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電子申請の方法

⑦ 審査・審査完了メールの受領

▼計画変更申請審査完了後に受け取るメール例

審査が完了すると、システムから審査完了メールが送られます。

※申請内容に不備がある場合は審査部からご連絡させていただきます。

件名：（中間報告・計画変更申請審査完了）地域一体となった観光
地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

送信元：地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事
業 事務局＜noreply@kankosaisei-chiiki.net＞

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

株式会社〇〇〇ホテル

こちらは地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局です。
中間報告・計画変更申請の審査が完了しました。

〇〇〇〇〇

●●●●●

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局



FAQ（よくある質問）

• 登録事項変更・交付決定変更でできること・できないこと

• 交付申請取下・事業廃止でできること・できないこと

20
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FAQ

対象経費が上振れしても補助金額は交付決
定額を上回ることはできません。できない

減額２０％以上は「交付決定変更」が必要で
す。
減額２０％未満はそのまま確定実績報告に
進んでください。

一部取りやめについては軽微な変更となり
ますので計画変更申請は不要です。（但し減
額２０％未満）

場合による

計画変更
不要

「交付決定変更」にて申請してください。
対象経費であること、および地域計画に即し
ていることが確認できれば承認されます。

交付決定
変更

対象経費が交付決定時よ
り増額する

対象経費が交付決定時よ
り減額する

実施内容の一部を
取りやめたい

実施内容が変更になる

値上がりした経費分を一
部実施内容を取りやめて

賄いたい

新しい経費費目が発生していなければ、計画
変更申請は不要です。（但し減額２０％未満）

計画変更
不要

事業期間が変わる

「交付決定変更」にて事業期間変更をしてく
ださい。
令和5年度は令和6年2月29日まで、
令和6年度は令和6年12月31日の範囲で
変更可能です。

交付決定
変更

令和5年度内に事業が終
わらないため、令和6年度

に延長したい
できない 実施年度を跨いだ事業期間の変更はできま

せん。

複数年度計画をしていた
が、令和5年度で事業が終

わる

令和6年度の申請を「交付決定取下」をお申
し出ください。必要に応じて令和5年度の申
請も「交付決定変更」をお申し出ください。
※ただし令和5年度の補助上限額を超える
ことはできません。

交付決定
変更
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FAQ

張り替え予定の壁紙の柄
だけが変わる

新しい経費費目が発生していなければ、計画
変更申請は不要です。（但し減額２０％未満）

計画変更
不要

補助対象経費の支払いを
グループ会社で立て替え

る

補助対象経費の支払いは原則補助事業者の
名義で行われる必要があります。
補助事業者以外の名義の口座で補助金の交
付を受けることはできません。

できない

補助対象事業の変更
（宿泊施設の高付加価値
化改修→観光施設の改修

など）

計画採択後は補助対象事業を変更すること
はできません。

できない

施工会社を変更した 「交付決定変更」にて申請してください。交付決定
変更

交付決定後に、予定してい
た工事をとりやめて予算
内で別の工事をする

「交付決定変更」にて申請していただき、承
認されれば可能です。場合による
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FAQ

※いずれの場合も疑義があれば認められません。
または追加証憑や実地検査を求めるケースがあります。

事業に着手していない
費用も発生していない 「交付申請取下」にて申請してください。

事業に着手したが完遂しない、
途中までの費用が発生した

「事業廃止」にて申請してください。
申請承認後、確定実績報告、請求申請を
してください。

実施年度内に
終了しない

■事業規模を縮小することで事業を完
了できる
⇒「交付決定変更」にて申請してくださ
い。

■天災等のやむを得ない事情により中
断する場合
⇒「事業廃止」にて申請してください。

原則、実施年度を跨いだ事業期間の延
長は認められません。

交付申請
取下

事業
廃止

場合による

改修後新規オープンする
予定だったが、事情があっ
てオープンできなくなった。
ここまでに係った費用は
費用請求可能か。

補助対象となる施設は、「宿泊施設（観光
施設）であること」、または「宿泊施設（観
光施設）となることが担保されている建
物であること」が要件ですので、事業開
始前に営業しておらず、かつ事業廃止後
に営業しない施設については補助対象
外となります。

できない



その他
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日付 内容

2023/8/7 初版

2023/8/10 P18：申請後24時間以内であれば操作可能の記述を6時間以内に訂正

2023/11/17

・P９：交付決定変更が必要な変更に「施工会社が変更になるとき」を追記

・記載を修正（P14）

（誤）事業廃止申請時点までに代金支払済みの経費に対して、事務局の検
査・査定を経て精算を行います。⇒（正）事業実施期間内に代金支払済みの
経費に対して、事務局の検査・査定を経て精算を行います。

・記載を加筆（p14）
「事業開始前に営業していない（新規オープンの）宿泊施設、観光施設が事業
廃止申請をした場合には、廃止までに係った経費の請求はできません。」

・ｐ22～p23：FAQに「よくある質問」を追加
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【お問い合わせ先】
地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業事務局
（地域観光再生事務局）コールセンター

0570-041102
（受付時間 9:00～17:00 土日祝・年末年始を除く）


